
みんなの笑顔を守るため 

あなたの力が必要です
 

 
 



災害発生時、まちを守るために率先して活動する人たちがいます 

それが「佐倉市消防団」です 

 

【佐倉市消防団の概要】 

 佐倉市消防団では、７５４人（うち女性１５人。平

成２９年４月１日現在）の団員が「自分たちのまちは

自分たちで守る」という精神のもと、災害から市民を

守るために活動しています。 

団員の多くは、会社員や自営業など、普段は別の仕

事を持っています。しかし、災害発生時には、被害を

最小限に食い止めるために迅速に出動。市や消防署と

連携を図りながら活動しています。 

 災害時における消防団の主な活動には、以下のよう

なものがあります。 

■火災発生時…消火活動のほか、水利の確保、住民の安全確保・避難誘導、交通整理など、消防

署の活動支援も行います。再燃防止のため、長時間にわたる監視にあたることもあります。 

■風水害発生時…大雨や台風などの風水害発生時には、土嚢積みや排水作業などの水防活動のほ

か、各地域を巡回して近隣住民への避難勧告の広報も行います。 

■大規模地震発生時…東日本大震災の際には佐倉市内で断水が発生したため、消防団が給水パッ

クを使用し給水活動を行ったように、より多くの人出を必要とする地域密着性の高い活動に従事

します。 

■平常時…出動に備えて消防車両や消防用ポンプなどの機械器具の点検を行っているほか、予防

活動や警戒活動、消防防災に関する啓発活動なども行っています。 

■女性消防部…広報啓発活動の他、被災者救護の為、上級救命講習を受講し災害に備えています。 

【消防団の重要性】 

 このリーフレットをここまで読まれた方は、災害時に活動する団体ということは、なんとなく

わかっていただけたと思いますが「それって、消防署や警察に任せればいいのでは？」「結局、

消防団って何？」って、思われている方が多いと思います。 

 では、実際に大地震・大雨になったときを想像してみてください。 

 鹿島川など地域周辺の河川が氾濫したり大地震で道路が寸断されてしまい、自分の地域が孤立

してしまった！ 警察官や消防隊員がすぐに駆け付けることができない！ そんな状況になっ

た時にはどうしたら・・・？ 誰が助けてくれたりするのでしょうか？ 

 自分の身は自分でという頼もしい方ばかりではないと思います。そんなときに頼りになるのは

家族や地域の住民同士だけとなってしまいます。消防団は、その地域の住民によって構成された

組織であり、それぞれの地域の実情に明るいことがなによりの強みです。 

 自分の身近な人の笑顔や暮らしを守るために、あなたの力を佐倉市消防団の活動に役立ててみ

ませんか？ 

【団員の法的身分とバックアップ体制】 

団員は、地域愛護の精神に基づいて活動するボランティアとしての性格を持っていますが、そ

の身分は法律上「非常勤の特別職地方公務員」として規定されています。 

そのため、活動時の負傷などに対する公務災害補償をはじめ、団員が安心して活動できるよう

に様々な面からのサポート体制が整えられています。 
 

 

佐倉市消防団に関するお問い合わせ…佐倉市役所危機管理室０４３－４８４－６１３２ 



消防団の様々な活動を紹介します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操法訓練 

 操法訓練は、資器材の正確な運用や機敏な動作を身に

着けるための訓練です。佐倉市消防団では隔年で「佐倉

市消防団消防操法大会」を開催し、日頃の訓練の成果を

披露しています。 

 

【写真右→】大会で迫真の演技を見せる団員 

【写真右下↘】印旛支部操法大会に出場し、優勝した第４分

団３９部（馬渡） 

【写真下↓】訓練を行う第４分団３３部（表町） 

実戦訓練 

 実戦訓練は、実際の災害現場を想定して行

われます。河川等を水利とし、数台のポンプ

を中継させて送水、放水を行います。 

 

【←写真左】水利は河川から吸水 

【↙写真左下】実戦同様に行われる放水 

【写真下↓】それぞれの持ち場へ出動 



 
救命講習 

 佐倉市消防団では、佐倉市八街市酒々井町消防組合

の協力のもと毎年救命講習を開催し、団員の受講率向

上に努めています。 

 また、女性消防団員は、災害時に負傷者の手当てな

どの後方支援を担うべく、普通・上級救命講習会を受

講する他、応急手当普及員の資格も取得しています。

 

地域での様々な活動 

 消防団は全体での訓練以外にも、それぞれの地域において特色ある活動を行っています。 

 そのうちのいくつかを紹介します。 

 

 第１分団６部は内郷小学校、そして第４分団３７部は根郷小学校の社会見学に協力してお

り、団員は子供たちに消防団の活動の説明を行っています。 

 第２分団（志津地区）では、担当する区域内に高齢者や障害

者を対象にした福祉施設があることから、施設と協力してそ

れらの方々に対しての避難誘導方法や車いすの使用方法など

を学んでいます。 

 また、施設が行う防災訓練にも毎年参加しています。 


